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第3章
届出制度等・届出等
の手続きについて

第1節 届出の流れ

都市景観アドバイザー会議（必要に応じて実施）P62 参照　

届出制度
（景観法・

福岡市都市景観条例）

事前相談・協議

届出制度
（福岡市都市景観条例）

完了届出

建築確認申請等他法令の手続き

福岡市都市景観条例に基づき届出が必要になります。P48 参照

その他手続き

着手

行為着手の３０日前
建築確認申請
に先立って届出

【届出時期】

工事完了後
概ね２週間以内

【協議の内容】
　・景観計画区域・都市景観形成地区等の確認や届出対象の確認
　・計画に係る行為の制限等の確認
　・今後の進め方・流れについての確認等

景観法及び福岡市都市景観条例に基づき届出が必要になります。

【届出が必要な対象】
　・区域（景観計画区域）　　
　・行為（特定届出対象行為）　
　・規模　　　　　　　　　　　

【景観計画に定める行為の制限】
　・全ゾーン(市全域)にかかる行為の制限
　・ゾーンごとの行為の制限

P10 参照
P12 参照
P12 参照

P20参照
P37参照

工事着手

勧告・変更命令・罰則

計画段階で事前にご相談ください。
なお、事前相談の際には、計画内容のわかる図面を持参ください。

審査

福岡市都市景観アドバイザー制度とは、行政、事業者・設計者等が共働して地域の
良好な景観形成を促進していくために、地域の中核となる施設やランドマークとなる
施設等で、都市デザイン、都市景観、建築意匠、緑化計画、広告デザイン等の専門家
の意見を聴くことが必要と判断される事案について、福岡市都市景観アドバイザー会
議を開催し、専門家による助言・指導を行っています。

適合

不適合

　景観法に基づく届出制度に係る手続きの流れは下記のとおりです。
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第2節 届出が必要な区域（景観計画区域）

那珂川

室見川

御笠川

宇美川

多々良川

瑞梅寺川

能古島

志賀島

九州大学 今津干潟

愛宕山 博多駅
天神

福岡（博多）湾

油山

鴻巣山

玄界島

飯盛山

高祖山

脊振山

福岡空港

立花山
三日月山

長垂山

小呂島

広域拠点

西部広域拠点
(西新・藤﨑
ｼｰｻｲﾄﾞももち)

南部広域拠点
(大橋)

東部広域拠点
(香椎・千早)

１．都心ゾーン

２．一般市街地ゾーン

３．山の辺・田園ゾーン

４．海浜ゾーン

６．歴史・伝統ゾーン  

５．港湾ゾーン

※ゾーン区分・都市景観形成地区を調べる場合は、福岡市ホームページ内の「福岡市 Web マッ
プ（都市計画情報マップ）」をご利用ください。対象地がゾーン境界線周辺に位置する場合は、
都市景観室へご確認をお願いします。

　市域を地域特性に応じ、下図のように６つのゾーンに区分し、それぞれの特性を活かした景観形成
方針を定めます。ゾーン区分によって、届出に係る規模（第３節参照）が異なります。
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■歴史・伝統ゾーンのエリア図

　歴史・伝統ゾーンは下記の５地区とし、エリアについては以下のとおりとします。
　また、福岡都市景観条例第 15条第１号の区域（以下「沿道区域」という）を以下のとおり指定します。

都市景観形成地区

都市景観形成地区



　下記に示す規模の建築物又は工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更する修繕
又は模様替え、外観の色彩の変更を届出対象とします。

届出に係る規模

建築物 １　都心ゾーン、一般市街地ゾーン、港湾ゾーンに
あっては、高さが 31 ｍを超え、又は延べ面積が
10,000 ㎡を超えるもの

２　歴史・伝統ゾーンにあっては、高さが15mを超え、
又は延べ面積が 1,500 ㎡を超えるもの。ただし、

　　沿道区域※については、通常の管理行為、軽易
な行為その他の行為を除くすべてのものとする。

３　山の辺・田園ゾーン、海浜ゾーンにあっては、
　　高さが 10 ｍを超え、又は延べ面積が 1,000 ㎡
　　を超えるもの

４　福岡市都市計画高度地区の許可を受けて建築物の高さの最高限度の
規定を適用しないこととされたもの

５　建築基準法第 59 条の２第１項の規定による許可を受けたもの

工作物 １　都心ゾーン、一般市街地ゾーン、港湾ゾーンにあっ
ては、高さが 31ｍを超えるもの又は、p13の（カ）
(6) に掲げる工作物については、幅員が 10 ｍを
超え、若しくは長さが 30 ｍを超えるもの

２　歴史・伝統ゾーンにあっては、高さが 15 ｍを超
えるもの又は、p13 の（カ）(6) に掲げる工作物
については、幅員が 10 ｍを超え、若しくは長さ
が 30 ｍを超えるもの。

　　ただし、沿道区域※については、通常の管理行為、
軽易な行為その他の行為を除くすべてのものと
する。

３　山の辺・田園ゾーン、海浜ゾーンにあっては、
高さが 10 ｍを超えるもの又は、p13 の（カ）(6)
に掲げる工作物については、幅員が 10 ｍを超え、
若しくは長さが 30 ｍを超えるもの

※沿道区域：福岡都市景観条例第 15 条第 1号の区域（別図に示す）
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歴史・伝統ゾーン

歴史・伝統ゾーン

届出対象行為（特定届出対象行為）
届出の適用除外とする管理行為等

第3節

備考　１  届出対象行為の全てを景観法第 17条による特定届出対象行為とします。 
　　　２  延べ面積は、敷地内の全ての建築物の床面積の合計とします。 
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届出の適用除外とする管理行為

建築物 １　建築物の新築、増築、改築又は移転でその行為の対象となる建築物
の部分の高さが 5メートル以下であり、かつ床面積の合計が 10 ㎡
以下であるもの。

２　建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩
の変更でその行為の対象となる建築物の部分の高さが 5 ｍ以下で
あり、外部面積の合計が 10 ㎡以下であるもの。

工作物 種別（施行規則第 2条）
届出の適用除外とする

管理行為等

（ア）
（1）門、へい、垣、さく、擁壁その他これら

に類するもの

高さが 2ｍ以下
かつ

長さが 5ｍ以下

（イ）
（2）高架水槽、屋上に設置する冷塔その他こ

れらに類するもの
高さが 8ｍ以下

（ウ） （3）煙突、排気塔その他これらに類するもの 高さが 6ｍ以下

（エ）  （4）記念塔その他これらに類するもの 高さが 4ｍ以下

（オ）
（5）電波塔その他これらに類するもの

（8）街灯、照明灯その他これらに類するもの
高さが 10 ｍ以下

（カ）
（6）高架道路、高架鉄道、橋りょう、横断歩

道橋その他これらに類するもの

（7）護岸、堤防その他これらに類するもの

長さが 10 ｍ以下

（キ）
（9）鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱そ

の他これらに類するもの
高さが 15 ｍ以下

（ク）

（10）駐車場施設、駐輪施設その他これらに
類するもの

（11）水道、電気その他これらに類するもの
の供給に係る施設

（12）ごみ置場その他これらに類するもの

高さが 5ｍ以下
かつ

築造面積が 50 ㎡以下

■複数のゾーンにまたがる場合

景観計画区域内において、複数の区域にまたがる場合、届出対象規模の小さいゾーンの基準を
適用します。

例：山の辺・田園ゾーンと一般市街地ゾーンの場合

【届出対象規模】

　高さ 10m 超え又は延べ面積 1,000 ㎡超え

　高さ 31m 超え又は延べ面積 10,000 ㎡超え

　　　　　　　　↓

届出対象規模の小さい　　　　　　　　　を適用　　　　　　　
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■建築物等の新築等とは

建築物又は工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは
模様替又は色彩の変更のことをいいます。

■届出対象規模とは

地区・区域によって、届出対象規模が異なります。

■高さの算定について

建築物の高さは、最低地盤面からの高さとし、塔屋等の高さを含むものとします。

歴史・伝統ゾーン

福岡市都市計画高度地区
の許可を受けて建築物の
高さの最高限度の規定を
適用しないこととされた
もの

建築基準法第５９条の２
第 1 項の規定による許可
を受けたもの

建築設備等

高さ 高さ 高さ

塔屋 塔屋
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建築物の新築等

建築物の新築等の届出対象行為の解説第4節

　届出対象行為であるかの判断は下記のとおりとします。

１．新築（単棟）の場合

景観計画区域における建築物等の新築する場合

新築建築物が届出対象規模（高さ、延べ面積）を超える場合は
届出が必要。
※歴史・伝統ゾーン内の沿道地区については通常の管理行為等、軽易

な行為その他の行為は除く全ての行為。各ゾーンにおける届出対象規

模は第３節参照

２．増築（複数棟）の場合

同一敷地内に31m(15m/10m)を超える

既存建築物がある場合

新築建築物が届出対象規模未満の場合でも、同一敷地内
に高さが届出対象規模を超える建築物等がある場合は
届出が必要。
※通常の管理行為等、軽易な行為その他の行為は適用除外

同一敷地内の建築物の延べ面積が10,000㎡

(1,500㎡ /1,000㎡ )を超える場合

新築建築物が届出対象規模未満の場合でも、同一敷地内
の建築物の延べ面積の合計が届出対象規模以上の場合は
届出が必要。
※通常の管理行為等、軽易な行為その他の行為は適用除外

この場合延べ面積は
11500 ㎡となる
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３．建築物の増築、改築又は移転の場合

既存建築物が届出対象規模の場合

通常の管理行為等、軽易な行為、その他の行為を除き
届出が必要。
（例）・既存建築物の高さが 31m(15 ｍ /10m) を超える場合

　　・既存建築物の延べ面積10,000 ㎡ (1,500 ㎡ /1,000 ㎡ ) を超える場合

既存建築物と増築建築物の延べ面積の合計が届出対

象規模を超える場合

通常の管理行為等、軽易な行為その他の行為を除き届
出が必要。
※ただし、 通常の管理行為等、軽易な行為その他の行為の範

囲内であっても、届出対象規模に到達した場合は届出が必要。
（例）・既存建築物 9,000 ㎡、増築建築物 1,500 ㎡で

　　　 延べ面積の合計が 10,000 ㎡を超える場合

　　・既存建築物 9,995 ㎡、増築建築物 8㎡

　　 （通常の管理行為等、軽易な行為その他の行為の範囲内）　　　    

          で延べ面積の合計が 10,000 ㎡を超える場合。

４．外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の場合

既存建築物が届出対象規模の場合

通常の管理行為等、軽易な行為その他の行為を
除き届出が必要。
（例）・既存建築物の高さが 31m(15m/10m) を超える場合

　　・既存建築物の延べ面積が 10,000 ㎡ (1,500 ㎡ /1,000 ㎡ )     

　　　を超える場合

【外観の変更等】
行為の対象となる建築物
の部分の高さが 5ｍ超え、
又は外部面積が 10 ㎡を
超える場合

【増築、改築等】
行為の対象となる
高さが 5m を超え、
又は建築物の部分
の延べ面積 10 ㎡を
超える場合
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１．工作物の種類

工作物の届出対象行為の解説第5節

　福岡市都市景観条例において定められた下記の 12種類の工作物と、その他の市長が指定するものを
対象とします。

門/へい/垣 /さく/壁

塀の例

高架水槽、

屋上に設置する冷却塔

冷却塔の例

煙突、排気塔

煙突の例

記念塔

記念塔の例

電波塔

電波塔の例

高架道路、高架鉄道、橋

りょう、横断歩道橋

横断歩道橋の例

護岸、堤防

堤防の例

街灯、照明灯

街灯の例

鉄筋コンクリート造の柱、

鉄柱、木柱

鉄柱の例

駐車施設、駐輪施設

コインパーキングの例

水道、電気

電波基地局アンテナの例

ごみ置場

ごみ置き場の例

その他の市長が指定するもの


